
■P２～３　特集　田舎暮しを満喫 
　　　　　 　　　　クラインガルテン 

■P４　　　村びとインタビュー 

■P５～９　村内トピックス 

■P10～11　お知らせ 
　　　　　　むらの動き 

多目的交流促進施設 クラインガルテン「ほたるの荘」が完成（P.２～３） 

山江村の情報はこちらから 山江村公式ホームページ　http://www.yamaemura.jp 
やまえ村民てれび　         http://www.ystv.jp

3月号 2007

NO.208

MARCH



 しを満喫田舎暮らしを満喫 
　    「ほたるの荘」が完成クラインガルテン「ほたるの荘」が完成 

しを満喫 
「ほたるの荘」が完成 



 田舎暮ら田舎暮らしを満喫 
　    クラインガルテンクラインガルテン「ほたるの荘」が完成 

 田舎暮ら
　    クラインガルテン







 
（井出口、寺山・寺の下、下城子、石原、城子、
新寺の下団地・西川内・味園、辻、林田団地・櫟
木、内角、一丸） 

 
（合戦峰・長ヶ峰、秋丸、堂園、手石方） 

 
（小山田、北永シ切団地・別府、蓑原） 

（東浦、新層・番慶、岩ヶ野、湯の原、下払、西小路、大平） 

 
（椎谷、高触、尾崎、大川内、内畑、萩） 

 
（井手の口、下の段、別府、城内・神園、柳野、平山、小森、筌野、 ） 

 
（葛、柚木川内、横手、日当、屋形、向鶴、小
鶴、鳥屋、吐合、六沢、沢水、 ） 

 
（白岳、水無、水無出口、大川内、熊の原、山口、合子俣、今村） 

山江村武道館 
４区自治会館 
 

自然休養村管理センター 
淡島公民館 
 

変更なし 

変更なし 

変更なし 

変更なし 

変更なし 

尾寄崎キャンプ場 
屋形多目的集会施設 
 

備考（旧投票所） 
 

投　　票　　所 行　　　政　　　区 投票区 

 

 
 
投票時間　午前７時から午後７時まで 
　　　　　　（一部地域を除く） 
 
　投票日当日、仕事やレジャー等で投票に
いけない方は、次のとおり期日前投票又は
不在者投票ができます。 
 
○期間　　３月３１日（土）から４月７日（土） 
○時間　　午前８時３０分から午後８時まで 
○場所　　山江村役場 

 
 
投票時間　午前７時から午後７時まで 
　　　　　（一部地域を除く） 
 
　投票日当日、仕事やレジャー等で投票にいけない方は、
次のとおり期日前投票又は不在者投票ができます。 
　 
　○期間　　４月１８日（水）から４月２１日（土） 
　○時間　　午前８時３０分から午後８時まで 
　○場所　　山江村役場 

 　今回の投票区の見直しについては、国の会計実地検査において、財政の効率化・投票事務の効率化を
求められたことから、行政改革推進委員会の意見を求めながら、平成１８年「出前むら役場」の地域座
談会において、該当する行政区には見直しについて説明してきたところですが、最終的に山江村選挙管
理委員会において、有権者数、投票所の利便性、安全性、駐車場の確保等々を検討し、下記のとおり投
票区の見直しを決定しました。 
　投票区の見直しにより、一部の地域において投票所が変わりますが皆様のご理解とご協力をお願いい
たします。 
　なお、投票区見直し後の最初の選挙は、第１６回統一地方選挙（4月8日執行の熊本県議会議員一般選
挙）からとなります。 
 

 



平成19年度狂犬病予防注射・新規登録の巡回実施について 

　先般、日本国内において36年ぶりに２人の狂犬病患者が発生しました。２人とも海外で犬にかまれ、狂犬病ウイルスに
感染し、帰国後に発症しています。 
　狂犬病は、予防ワクチンをしなければ暫くの潜伏期間を経て発症し、恐水・恐風・幻覚症状が発現し、最後は呼吸困難
に陥り、100％死亡する恐ろしい病気です。 
　生後91日以上の飼い犬は、狂犬病予防法により、屋内犬、屋外犬を問わず、生涯１回の登録と毎年１回の狂犬病予防
注射を受けることが義務付けられています。 
　本村では、平成19年度の新規登録及び予防注射を下記のとおり行いますので、全ての犬についてもれなく実施されま
すようお願いします。 
○　新規に登録される犬　※　登録料3,000円　※　注射料3,000円　合計6,000円 
○　既に登録している犬　※　注射料3,000円 
○　日時・場所 

時　　　　間 
午前8:30～午前8:40 
午前8:50～午前9:20 
午前9:30～午前9:40 
午前9:50～午前10:00 
午前10:10～午前10:20 
午前10:30～午前11:00 
午前11:10～午前11:20 
午前11:30～午前11:40 
午後1:10～午後1:40 

時　　　　間 
午後1:50～午後2:10 
午後2:20～午後2:40 
午後2:50～午後3:00 
午後3:10～午後3:20 
午後3:30～午後3:40 
午後3:50～午後4:00 
午後4:10～午後4:20 
午後4:30～午後4:40

指定場所 
合戦ノ峰橋広場 
三橋登宅前 
井出ノ口公民館前 
寺山公民館前 
４区自治会館前 
西川内公民館前 
畜産センター前 
一丸公民館前 
小山田公民館前 

指定場所 
9区公民館前 
別府公民館前 
原先利且宅前 
東浦公民館前 
岩ヶ野公民館前 
下払自治会館前 
湯ノ原バス停前 
尾崎公民館前 

平成19年４月26日（木）（第１日目）　 時　　　　間 
午前9:00～午前9:10 
午前9:20～午前9:40 
午前9:50～午前10:10 
午前10:20～午前10:30 
午前10:40～午前10:50 
午前11:00～午前11:10 
午前11:20～午前11:30 
午前11:40～午前11:50 

時　　　　間 
午後1:10～午後1:20 
午後1:30～午後1:40 
午後1:50～午後2:00 
午後2:20～午後2:30 
午後2:50～午後3:00 
午後3:10～午後3:20 
午後3:40～午後3:50

指定場所 
下ノ段橋前 
万江管理センター 
柳野公民館前 
小森バス停前 
藤田商店前 
柚木川内橋前 
向鶴橋前 
沢水バス停前 

指定場所 
白岳バス停前 
水無出口 
水無集落 
大川内橋前 
黒木商店前 
日熊宅前 
尾寄先キャンプ場 
 

時　　　　間 
午前9:00～午前9:10 
午前9:30～午前9:40 
午前10:00～午前10:10 
午前10:30～午前10:40 

時　　　　間 
午前10:50～午前11:00 
午前11:10～午前11:30 
午前11:40～午前11:50 
 

指定場所 
万江管理センター 
向鶴橋前 
大川内橋前 
三橋登宅前 

指定場所 
畜産センター前 
岩ヶ野公民館前 
別府公民館前 
 

平成19年4月27日（金）（第２日目） 

平成19年５月25日（金）（整理日） 

※　指定場所以外での個別注射は、行いませんので指定
場所に連れて来て下さい。 

平成19年度から「愛がん用鳥獣（メジロ、ホオジロ）の捕獲許
可等に関する事務」の申請先（窓口）が県から本村に変わります 
平成19年度から「愛がん用鳥獣（メジロ、ホオジロ）の捕獲許
可等に関する事務」の申請先（窓口）が県から本村に変わります 
平成19年度から「愛がん用鳥獣（メジロ、ホオジロ）の捕獲許
可等に関する事務」の申請先（窓口）が県から本村に変わります 
～県からの事務・権限移譲に伴う当該事務の申請先の変更など、 

平成19年度から変わる内容についてお知らせします～ 
【愛がん用鳥獣の捕獲許可等に関する事務】 
○事務・権限移譲の内容  
「愛がん用鳥獣の捕獲許可等に関する事務」については、平成１９年４月１日から本村に移譲
されることになりました。 

～上記の外、下記の許可権限についても本村に移譲されます～ 
【有害鳥獣の捕獲許可等に関する事務】 
○県から新たに権限移譲される有害鳥獣  
鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律に基づく「有害鳥獣の捕獲許可等に関する事務」で、既
に県から権限移譲を受けている１２種類（スズメ、ニュウナイスズメ、ハシブトガラス、ハシボソガラス、ミヤマ
ガラス、ドバト、キジバト、カルガモ、ノイヌ、ノネコ、ノウサギ、イノシシ）の鳥獣に加えて、今回新たにカモ類（科）、
ヒヨドリ、サギ類（科）、タヌキの４種類についても、平成１９年４月１日から本村に移譲されることになりました。 
なお、詳しいことは、経済課林政係へお問い合わせいただきますようお願いします。 
　（お問い合わせ先） 
　　　経済課林政係０９６６―２３―３１１３ 

○事務・権限移譲後の事務処理フロー図 
申請（捕獲許可申請、飼養登録申請、登録更新申請等） 

（捕獲後結果報告、許可証返納、飼養廃止届出等）受理） 

交付（捕獲許可証交付、飼養登録票交付、捕獲個体への足環装着等） 

「愛がん用鳥獣の捕獲許可等に関する事務」 
鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律に基づく愛がん用鳥獣の捕獲許可及び飼養登録等。 

※　愛がん用鳥獣は、現行ではメジロ又はホオジロに限り種類を問わず１世帯に１羽飼養登録可、
ただし平成１９年４月からの新規の捕獲・飼養登録はメジロのみになります。 



高医療費(1人当り)　上位３地区 低医療費(1人当り)　上位３地区 

山江村平均１人当り医療費 313,152円 

熊本県平均１人当り医療費 237,779円 

１ 

２ 

３ 

Ａ地区 

Ｂ地区 

Ｃ地区 

583,629円 

580,118円 

467,860円 

１ 

２ 

３ 

Ｄ地区 

Ｅ地区 

Ｆ地区 

195,615円 

214,764円 

252,502円 

上記表は、山江村の地区別（１区～16区）１人当り医療費上位３地区です。  
　地区別で比較すると、最も高いＡ地区は583,629円となり、最も低いＤ地区の約３倍、山江村
平均の約1.8倍と大きく上回っております。 
　これら医療費増加の原因としては、重病患者の増加に伴う入院医療費の高騰が考えられます。 
　重病にならないためには、生活改善によって病気にかからない体を作ること（１次予防）が
もっとも重要ですが、健康診断等による病気の早期発見・早期治療（２次予防）も重要です。
健康は１次予防、２次予防を両立することによって維持されますので、年に一度は健診を受け
ましょう。 

山江村国民健康保険　地区別1人当り医療費（一般） 



平成19年春の献血のお願い 平成19年春の献血のお願い 平成19年春の献血のお願い 
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人口と世帯 
平成19年２月28日現在 

各課への直通電話がございます。 
山江村役場各課直通電話番号表 

（  ）前月との比 

総　 務　 課 
企画調整課 
企画情報センター 
経済課・農業委員会 
税　 務　 課 
住民福祉課 
保健衛生課 
会　 計 　室 
建　 設　 課 
議会事務局 
教育委員会 
歴史資料館 

23-3111 
23-3112 
23-5234 
23-3113 
23-5692 
23-3978 
24-1700 
23-3293 
23-6449 
23-3401 
23-3604 
23-3665

FAX(0966)-24-5669［総務課］ 

人　口　4,033人（＋  6) 

　男　　1,909人（＋  1） 

　女　　2,124人（＋  5) 

世帯数　1,245戸（±  0） 

　
３
月
に
入
り
春
本
番
を
迎
え
ま
し
た
が
、
皆
さ
ん
は
「
春
」

と
い
え
ば
何
を
連
想
し
ま
す
か
？ 

　
「
春
」
は
出
会
い
と
別
れ
の
季
節
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。
学

生
の
皆
さ
ん
は
卒
業
を
経
て
新
し
い
学
校
へ
の
入
学
や
就
職
を

迎
え
、
期
待
と
不
安
が
入
り
混
じ
っ
て
い
る
で
し
ょ
う
が
、
新

し
い
環
境
で
、
新
た
な
出
会
い
や
発
見
が
あ
る
こ
と
で
し
ょ
う
。

ま
た
、
新
緑
が
芽
を
吹
き
出
し
、
そ
れ
を
つ
ま
み
に
花
見
で
一

杯
と
楽
し
み
が
増
え
て
く
る
季
節
で
も
あ
り
ま
す
。 

　
私
に
は
「
鼻
水
・
鼻
づ
ま
り
・
く
し
ゃ
み
等
な
ど
」
そ
う
花

粉
症
に
悩
ま
さ
れ
る
季
節
で
す
。
マ
ス
ク
な
ど
を
し
て
予
防
さ

れ
て
い
る
方
も
た
く
さ
ん
い
ら
っ
し
ゃ
い
ま
す
が
、
一
発
で
花

粉
症
が
治
ま
る
薬
が
あ
れ
ば
い
い
な
と
思
う
今
日
こ
の
頃
で
す
。 

  

（
Ｍ
・
Ｍ
） 

た　　び と　　き 

春一番がやって来て、春
近しを告げた２月17日、
古賀橋の竣工式と渡り初
めの儀が盛大に挙行され
た。 
　この日は特に前寺本県
知事を迎え、犬童村長、
前寺本県知事、橋本相良
村長の手によってテープ
カットが行われ、次いで、
神官を先頭に三代夫婦に、
拓本伊助夫妻、拓本泉氏
夫妻、拓本勲夫妻を招い
て渡り初め式が行われ、
新しくなった古賀橋に第
一歩が印された。　 

～記事より抜粋～ 

時代の旅行 
やまえ広報第２号（昭和46年3月10日）から 

晴れの渡り初め式 


